
議案第48号

守口市老人福祉センター条例の一部を改正する等の条例案

守口市老人福祉センター条例の一部を改正する等の条例を、次のように制定する。

平成29年９月14日提出

守口市長 西 端 勝 樹

記



守口市老人福祉センター条例の一部を改正する等の条例

（守口市老人福祉センター条例の一部改正）

第１条 守口市老人福祉センター条例（昭和 45 年守口市条例第 21 号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（守口市老人福祉センター条例の廃止）

第２条 守口市老人福祉センター条例は、廃止する。

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

改 正 前 改 正 後

（設置）

第１条 略

２ 略

（設置）

第１条 略

２ 略

以下 略 以下 略

名称 位置

略

守口市立菊水老人福祉センター 守口市菊水通２丁目５番

７号

名称 位置

略


